
別表１

（令和４年4月1日から）

大田市働く女性の家利用料金表(1時間あたり) （単位：円　消費税込み）

会議室 調理実習室 講習室1 講習室2 軽運動室 相談室

209 220 121 99 429 66

104 110 60 49 214 33

一般 418 440 242 198 858 132

高校生以下 209 220 121 99 429 66

一般 627 660 363 297 1,287 198

高校生以下 313 330 181 148 643 99

104 110 60 49 214 33

ふれあいホール利用料金表 （単位：円　消費税込み）

午前 午後 夜間 昼間 午後夜間 全日

午前9時から 午後1時から 午後6時から 午前9時から 午後1時から 午前9時から

正午まで 午後5時まで 午後10時まで 午後5時まで 午後10時まで 午後10時まで

7,623 10,164 10,164 20,328 22,869 33,033

3,811 5,082 5,082 10,164 11,434 16,516

一般 15,246 20,328 20,328 40,656 45,738 66,066

高校生以下 7,623 10,164 10,164 20,328 22,869 33,033

一般 22,869 30,492 30,492 60,984 68,607 99,099

高校生以下 11,434 15,246 15,246 30,492 34,303 49,549

3,811 5,082 5,082 10,164 11,434 16,516

基本料金
一般

高校生以下

営利
入場料徴収

市内

＊１　準備又は片付けのため利用する場合は、この表に定める金額の5割相当額とします。
＊２　利用時間が1時間未満であるときは1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるとき
　　　はこれを1時間として計算します。
＊３　この表に定める利用時間を延長して施設を利用する場合は、1時間につき次のとおりとします。
　　　開館時間内での延長利用（延長利用できる時間は、1時間までとする。）は、この表に定める金額の1時間当たりの
　　　金額を加算します。開館時間外での延長利用は、この表に定める金額の1時間当たりの金額に、当該金額の2割相当
　　　額を加算した金額を加算します。
＊４　冷暖房設備を延長利用の場合は、1時間につきこの表に定める金額の1時間当たりの金額を加算します。

＊１　開館時間を超えて施設を利用する場合の施設利用料金は、この表に定める金額の2割相当額を加算します。
＊２　利用時間が1時間未満であるときは1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは
　　　これを1時間として計算します。
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